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1 隠岐 レインボージェットでの患者搬送

　前回レインボージェットでの搬送に関しては、広
域連合の方から法的な問題があり、難しい状況であ
ると回答をいただいた。その際、飛行機等の例をあ
げ、何か解決策があるのではないか。広域連合では
なかなか調査も難しいだろうからと県にお願いした
が、特例等はないのだろうか。短時間の楽な移動は
患者にとって何よりのこと。ご理解をいただきた
い。

　レインボージェットによる患者搬送については、
隠岐広域連合により実現に向けて検討がなされ、そ
の状況については、昨年度この会議の場で説明され
ております。
　広域連合によると、法令やメーカの基準に合った
座席が確保できないとのことですが、法令やメー
カーの基準は乗客の安全を担保するためのものであ
り、県において特例等を要請することはできないと
考えていますが、情報収集を継続的に行っていきま
す。

　現在までのところ、法令やメーカーの基準に適合し
た座席は確保できないと聞いています。
　継続的に隠岐広域連合と連携して情報収集に努めて
まいります。

医療政策課
サロン隠岐たん
ぽぽ

7月12日

2 隠岐 がん患者の就労支援

　働くがん患者も少しずつ増加し、治療と両立でき
る体制づくりもそれなりに議論されてきているが、
机上での方策と感じられる。
　ハローワーク、社会労務士、病院、企業、そして
行政、協力体制は必要不可欠である。現実それなり
に体制を整えやすい大、中小企業でさえ遅れてい
る。もっと深刻なのは零細、個人企業である。受入
の理解はできるが、それによる会社存続への影響、
患者自身が迷い、そして、代表者、本人の発病は
もっと厳しい。ここに国の支援の必要性を強く願う
が、県独自の支援策を何か考えているか。

　がん患者の就労については、昨年度からがん患者
の方にも委員に加わっていただき、「がん患者の就
労に関する連絡会」を設置し、がん患者の就労支援
のための事業主用啓発リーフレットを作成したとこ
ろです。
　がんになっても安心して暮らせる社会をつくって
いくためには、仕事を続けながら治療を受けられる
ような体制が求められますが、特に小規模の事業所
ではまだまだ困難な現状にあります。
　県では、こうした取組みに引き続き努めるととも
に、がん患者の体調や通院などの状況に応じた求人
開拓についても、地域のハローワーク・拠点病院と
協力して取り組んで参ります。

　がん患者の就労支援のための事業主用啓発リーフ
レットについては、県内企業およそ1万4千社に対し送
付しました。送付に併せてアンケートを添付して経営
者や人事労務担当者に対し、就労支援の取組について
取り組めそうなこと、難しい事柄などについて回答を
頂きました。この結果については、平成29年2月に開
催したがん対策推進協議会において報告し、県のホー
ムページにも掲載しております。今後は、がん患者の
就労支援に関する連絡会などにおいて結果を分析・検
討し、今後のがん就労対策の参考にしていくつもりで
す。
　また、平成28年6月より島根大学医学部附属病院の
がん患者・家族サポートセンターにて、同じく12月か
らは県立中央病院がん相談センターにおいて、ハロー
ワーク出雲の就職支援ナビゲーター（キャリア・コン
サルティングの資格や人事労務管理の経験がある専門
の就職支援担当者）と附属病院の医療ソーシャルワー
カーが連携して、患者の就職を支援する取り組みも始
まっています。

健康推進課
サロン隠岐たん
ぽぽ

7月12日

3 隠岐
シングル女性（離婚、死別、未婚）の実態把
握

　離島で暮らすため、資格取得困難また、無資格で
も手伝いの出来るボランティアの受入があれば、ボ
ランティアで働きたい人がいる。
　また、ひとり親で子育て、学資、養育、また就
職。子どもがいないシングルでも生き甲斐のある生
活を望み、組織が欲しい（何でも話せる場所
等々）。

【ひとり親世帯の状況】
■世帯数
・県全体：母子世帯数7,576、寡婦世帯数5,698、父
子世帯数1,493
・うち隠岐郡：母子世帯数189、寡婦世帯数137、父
子世帯数38
■相談件数（母子父子自立支援員対応）
・H27県全体：9,370件
うち、隠岐郡（海士町）：1件

【ひとり親家庭への支援】
　各市町村福祉事務所では、就労や子どもの進学に
係る資金、養育などのあらゆる相談を行っていま
す。引き続き、窓口や制度の周知に努めますが、近
隣でお困りの方がおられればご紹介ください。

　ひとり親に限らず、一人暮らしの方など、島で暮
らす全ての方が生きがいを持ち、活き活きと安心し
て生活ができるようにすることは大切なことです。
引き続き、行政と一緒になって地域の課題解決に取
り組んでいただきますよう、ご協力をお願いしま
す。

　2月にシングルマザーとの意見交換会を実施しまし
た。今後も機会を設けてひとり親の生の声を聴くな
ど、実態把握に努め、市町村や関係団体とも連携して
ひとり親家庭の支援に取り組んでいきます。

青少年家庭課
隠岐の島町婦人
会

7月12日
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4 隠岐
高齢者福祉・２０２５年に向けての地域支援
システム構築

　高度な要介護状況になっても、住み慣れた地域で
自分らしい暮らしができる居宅生活が離島の現状で
可能か。

　地域包括ケアシステムは、「高齢者が可能な限り
住み慣れた地域で自立した生活を送ることができる
よう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援の
サービスが一体的に提供される体制」です。
　団塊の世代のすべてが７５歳以上の後期高齢者と
なる２０２５年（平成３７年）を目途に、市町村が
主体となって取り組んでいくこととされており、県
では市町村の取組を支援しているところです。
　システムを構築していくためには、医療や介護、
福祉などの関係団体はもとより、ＮＰＯやボラン
ティア、住民の方々などの参画が不可欠であり、そ
れぞれが協働して取り組んでいく必要があります。
　そうした中、市町村老人クラブ連合会では、これ
まで地域での支え合い活動（友愛活動）に取り組ん
でこられた実績をもとに、介護保険の「新しい総合
事業」や「生活支援サービス」における担い手とし
て積極的にかかわっていくこととされているところ
であり、敬意を表する次第です。
　県では、今後も市町村や老人クラブ連合会をはじ
めとした関係団体等の皆様と一緒になって取り組ん
でいきますので、よろしくお願いします。

 県では、市町村老人クラブ連合会が実施している健
康づくり活動や地域支え合い活動（友愛活動）等に対
して市町村を通じて補助するなど、側面的な支援を継
続的に行っているところです。
　地域包括ケアシステムを構築するためには、市町村
や市町村老人クラブ連合会並びに医療や介護、福祉な
どの関係団体等との協働した取り組みが必須と考えて
おりますので、今後ともご理解とご協力をお願いしま
す。

高齢者福祉課
隠岐の島町老人
クラブ連合会

7月12日

5 隠岐 医療機関の病床数の見直しの現状

　病院病床平均在院日数が隠岐地区は他の地域に比
べても日数が短いと思うのに、これ以上病床数が減
らされると老老介護がますます進む状況で将来に不
安を感じる。

　隠岐圏域においても、入院医療を確保する観点か
ら、必要な病床数を確保することは大変重要なこと
と考えています。
　県として、現在病床数が減るあるいは減らされる
という情報は承知しておりません。
　今後の病床をどうしていくかについては、病院が
町村等と協議の上住民の皆様の御意見も踏まえ決め
られることであると考えています。

　平成２８年１０月に策定した「島根県地域医療構
想」では、隠岐圏域における２０２５年度の必要病床
数は１３５床としており、現状の病床数と変化ありま
せん。
　一方、今後、隠岐圏域で実際に必要となる適正な病
床規模については、病院が市町村等と協議の上で、人
口動態や住民の皆様のご意見等も踏まえて継続的に検
討されるものと考えています。

医療政策課
隠岐の島町老人
クラブ連合会

7月12日

6 隠岐 医療

　隠岐（島前）には専門医が不在のため、難しい病
気は本土へ通院することになる。難病患者などは服
薬も多く、また、免疫力の低さからちょっとした病
気でも重篤化することが多い。すぐに専門医のとこ
ろに行けないことも多く、地元医師への情報提供や
専門医との連携は大切である。
　くすり手帳などを見せる方法もあるが、自身は
「まめネット」に加入して、他の病院で検査した画
像やカルテが見られるようにお願いしているが、ま
だ加入も少なく、その利点もあまり知られていない
ように感じる。
　患者が担当医に遠慮してしまうこともある（セカ
ンドオピニオンを求めることが、あまりよくないの
ではないかと思ってしまっている方もある）。
　活用の利点等が具体的にわかると良いと思う。ま
た、医師の方々の間ではそのような情報共有につい
て、どのように考えられているのか。

　隠岐の医療体制では、全ての医療を完結すること
は困難であり、皆様が適切な医療が受けられるため
には、本土との病病、病診連携が必要であるため、
県では医療情報ネットワーク「まめネット」を整備
し、本土と連携した診療の支援に取り組んでいると
ころです。
　現状では、多くの医療機関等が「まめネット」に
加入していますが、加入頂いていなかったり、加入
頂いていてもあまり活用されていない医療機関等も
あります。
　医師の考え方はいろいろあると思いますが、最新
の検査結果等を自院で再確認したうえで診療したい
という意向もあるように聞いています。
　そのような考え方はあるとしても、県としまして
は、今後も情報提供について工夫しながら、医療機
関等における利活用の促進に努めていきたいと考え
ています。

　公聴会時の回答に同じ

医療政策課
膠原病患者会隠
岐たんぽぽの会

7月12日
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7 隠岐 児童福祉

　放課後児童対策について、県内の放課後児童対策
についても知りたい。また、利用状況等について教
えていただきたい。
　年々学童保育を利用する子どもたちへの対応が難
しくなり、スタッフの専門性も求められているよう
に考えているが、資格や処遇に関してはこれから大
きく変わるのか。

【放課後児童対策について】
　県の放課後児童対策としては、健康福祉部所管の放課後
児童健全育成事業（学童保育）と教育委員会所管の放課後
子ども教室があります。放課後児童健全育成事業の実施状
況は毎年厚生労働省が調査しており、平成２７年５月１日
時点における本県での実施箇所は２０８ヶ所（うち隠岐圏
域８ヶ所）で利用登録児童は７，２１２人（うち、隠岐圏
域９８人）です。放課後子ども教室については、放課後児
童健全育成事業と異なるため実施状況調査は行われていま
せんが、平成２７年度は県内で１６３ヶ所が実施していま
す。

【資格や処遇について】
　放課後児童健全育成事業は、子ども・子育て支援新制度
において地域子ども・子育て支援事業の一つとして位置づ
けられ、平成２７年度以降制度が大きく変わりました。
　放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が
設けられ、特に職員は１つの規模につき、２名以上の放課
後児童支援員等の配置基準が定められました。
　また、様々な児童に対応する必要があることから、従来
の「放課後児童クラブガイドライン」が見直され、より細
かく定めた「放課後児童クラブ運営指針」が国において策
定されました。
　配置基準上で必要とされている放課後児童支援員の資格
認定研修では、この基準と運営指針の内容を理解し、放課
後児童健全育成事業の専門家としての知識・技能を修得す
ることを目的としています。
　処遇についても、改善を図っていくことが全国的に求め
られており、放課後児童クラブを１８時３０分を超えて開
所していることが条件となりますが、国と県において、職
員の賃金改善や非常勤職員を常勤職員にする場合などに掛
かる費用の補助を平成２６年度から実施しています。処遇
の取扱いは最終的には実施（運営）主体の判断となります
ので、県としては市町村から相談があれば応じていきま
す。

　国においては、平成２９年度から、放課後児童支援
員の資格を取得した者に対しては、年額１２．４万
円、専門性の高い研修を受講した勤務年数５年以上の
支援員に対しては更に年額１２．４万円（合計２４．
８万円）、事業所長的立場にある勤続年数１０年以上
の支援には更に年額１２．４万円（合計３７．２万
円）の処遇改善を実施すること示され、県において
も、同様の支援をしていく方針です。

子ども・子育て支
援課

膠原病患者会隠
岐たんぽぽの会

7月12日

8 隠岐 療育事業

　出雲市では出雲養護学校、さざなみ学園等で月１
回、リハビリ（体や言語等）を主にした療育事業が
行われているそうである。
　この事業の主体は何で、予算はどうなっているの
か詳しくは分からないが、このような事業が月１回
でも隠岐で行われるならば、これを必要とする対象
者は大変助かるし、未来への展望も開ける（個人で
本土県外の療育事業所で療育するのは費用面で無理
がある）。

　県では、身近な地域で療育指導が受けられるよう
県内10施設に療育支援事業を委託して実施しており
ます。
　各施設の専門スタッフが、発達の遅れや障がいの
あるお子さんについて、ご家族からの相談を受けた
り、お子さんの発達を促す支援をしています。
　ご意見にありました、さざなみ学園においては、
親子で通所してもらいグループによる療育も行って
います。
　隠岐圏域では、仁万の里へ事業を委託しておりま
すので、仁万の里児童部へご相談ください。

　公聴会時の回答に同じ

障がい福祉課
島後地区手をつ
なぐ親の会

7月12日

9 隠岐 療育相談

　以前は、ミニ療育事業等には医療心理の専門家を
招き、子どもの療育のかたわら、保護者への療育相
談を行う機会が多かった。
　現在、私どもの団体ではその予算もなく、療育相
談復活に向けて、指導、助言いただきたい。

　ミニ療育事業は、在宅の障がい児やそのご家族の
ニーズや地域の実情に応じて市町村が行う事業で、
県が事業費の１／２を補助しています。
　隠岐の島町では、島後地区手をつなぐ親の会への
補助事業として実施され、近年はハイキングや季節
の行事などを中心に事業を実施されています。
　事業内容は、保護者のご要望を聞いて決められて
いるようですので、ミニ療育事業として療育相談が
実施できないか町へ相談してみられてはいかがかと
思います。

　公聴会時の回答に同じ

障がい福祉課
島後地区手をつ
なぐ親の会

7月12日
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